
第���号議案

島根県青少年の健全な育成に関する条例及び島根県手数料条例の一部を改

正する条例

（島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部改正）

第�条 島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）

の一部を次のように改正する。

第��条第�項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

（島根県手数料条例の一部改正）

第�条 島根県手数料条例（平成��年島根県条例第�号）の一部を次のように改

正する。

別表	
の項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

附 則

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成��年

法律第��	号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行す

る。
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